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北
町
で
は
、
河
川
環

境
の
改
善
と
快
適
な

生
活
環
境
の
実
現
の
た
め
、
合

併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
を
推
進

し
て
い
ま
す
。平
成
20
年
度
は
、

46
基
の
浄
化
槽
を
下
記
の
事
業

に
よ
っ
て
整
備
し
ま
し
た
。
平

成
21
年
度
も
50
基
程
度
の
浄

化
槽
設
置
事
業
を
計
画
し
て
い

ま
す
。
検
討
の
一
助
と
な
る
よ

う
事
業
の
ご
案
内
を
い
た
し
ま

す
。
な
お
、
お
住
ま
い
の
地
域

に
よ
っ
て
事
業
が
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

事
業
内
容

　

浄
化
槽
の
設
置
か
ら
維
持
管

理
ま
で
を
町
が
事
業
主
体
と

な
っ
て
行
う
「
町
設
置
型
」
の

浄
化
槽
事
業
で
す
。

事
業
の
対
象
地
区

　

こ
の
事
業
は
、
農
業
集
落
排

水
の
処
理
区
域
と
町
下
水
道
化

構
想
に
お
い
て
定
め
て
い
る
農

業
集
落
排
水
処
理
の
計
画
区
域

を
除
く
地
域
が
対
象
と
な
り
ま

す
。
対
象
外
の
地
域
は
以
下
の

一
部
も
し
く
は
全
部
で
す
。

〔 

北
川
、
奈
良
、
西
仲
、
東
仲
、

内
深
田
、
出
目
（
新
田
）、
興

野
々
、
小
倉
、
小
西
野
々
、

生
田
、
清
水
、
畔
屋
、
小
松
、

下
大
野
、
広
見
、
上
鍵
山
、

下
鍵
山
、
上
大
野
、
父
野
川

下
（
川
口
）〕

事
業
の
対
象
住
宅

　

こ
の
事
業
は
、
専
用
住
宅
、

併
用
住
宅
、
集
会
所
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

※ 

こ
の
場
合
の
併
用
住
宅
と
は

居
住
と
店
舗
等
を
併
用
し
た

住
宅
で
、
居
住
部
分
の
延
床

面
積
が
当
該
建
築
物
の
延
床

面
積
の
２
分
の
１
以
上
を
占

め
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
居

住
部
分
以
外
に
該
当
す
る
人

槽
区
分
が
、
居
住
部
分
に
該

当
す
る
人
槽
区
分
に
満
た
な

い
住
宅
で
す
。

施
工
お
よ
び
管
理
の
区
分

　

浄
化
槽
本
体
を
町
で
設
置
し

ま
す
。
そ
れ
以
外
の
排
水
設
備

と
放
流
管
は
使
用
者
に
施
工
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
維
持
管
理

も
同
様
の
区
分
で
す
。

鬼

浄
化
槽
市
町
村
整
備
推
進
事
業

（
市
町
村
設
置
型
）

のご案内

町負担

排
水
路
等

浄化槽設置事業


